
宇都宮市立河内中学校 ＰＴＡ会則 

 

第１章 名称及び事務所                                          

  第１条 本会は、栃木県宇都宮市立河内中学校ＰＴＡという。         

  第２条 本会の事務局を宇都宮市立河内中学校に置く。  

 

第２章 目 的 

  第３条 本会は、保護者と教職員が協力して、家庭、学校、地域社会における生徒の心身ともに
      健全な成長を図るとともに、会員相互の教養を高めることを目的とする。 

 

第３章 会 員 

  第４条 本会の会員は、次のとおりとする。 

    １ 生徒の保護者及び教職員（正会員） 

          ２ 本会の趣旨に賛同する者で、ＰＴＡ本部役員会の承認を得られた者（賛助会員） 

     

第４章 事 業 

  第５条 本会は、目的を達成するために次の部をおき、会員は活動を行う。また、宇都宮市ＰＴＡ連
合会（市Ｐ連）及び栃木県ＰＴＡ連合会（県Ｐ連）の主催する各種活動に積極的に協力する。 

     １ 厚生部（バザー・制服等のリサイクルの企画・運営 等） 

     ２ 体育部（運動会・マラソン大会への協力、市Ｐ連ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙに関する運営 等） 

     ３ 指導部（街頭指導の実施 等） 

４ 学年部（クリーン活動、マラソン大会、各学年行事への協力 等） 

 

   第６条  保護者は全員、役員会か各部に所属する。学級ごとの各部員数は別に定める。  

 

第５章 役 員 

  第７条 本会に次の役員をおき、役員会を開催する。 

     １ 会長１名、副会長若干名、部長６名（学年部は各学年から１名選出）、副部長は各部
若干名（学年部からは部長以外の学級代表が副部長となる、学級数に応じて人数は変
動）、書記若干名、会計若干名、監事若干名 
※副会長、書記、会計は必要に応じ人数を決めるものとし、P1名以上、T1名以上で構
成するものとする。 

     ２ 本会に正副会長、書記、会計からなる執行部をおく。執行部は会の運営が円滑に行わ
       れるよう、必要に応じて部会を開催する。 

  第８条 役員は次の方法により選出する。 

     １ 会長、副会長、会計、書記、監事は、推薦委員会で選出し、総会の承認を得る。 
     ２ 推薦委員会は、執行部・各正副部長から構成し、互選により推薦委員長を決定する。 

     ３ その他会長が必要と認める役職は、会長が委嘱する。 

     ４ 副部長は、部会で互選する。 

  第９条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。 

１ 本部役員が転出する場合は、事前に事務局に連絡する。 

  第１０条 役員の任務は、次のとおりとする。 

     １ 会長は、本会を代表し、会務を処理する。 

     ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。 

     ３ 部長は、部を代表し、部の活動運営に当たる。   

     ４ 副部長は、部長を補佐し、部長不在の時は、これを代行する。 

     ５ 書記は、会議の記録及び通信事務を行う。 

     ６ 会計は、会の会計を行う。 

     ７ 監事は、会計監査を行う。 

  第１１条 学校長は、必要に応じて会議に参画し、意見を述べることができる。 

 

第６章 会 議 

  第１２条 会議は、総会、役員会、部会、とする。 

     １ 総会は、毎年４月に定期総会を開き、役員改選、予算、決算、会則変更、その他重要
       事項を審議する。その他必要に応じて臨時総会を開く。 

     ２ 役員会は、必要に応じて会長が召集し、正副会長、正副部長、書記、会計、その他会
       長が必要と認める役職をもって構成し、総会につぐ決議機関とする。 

     ３ 部会は、部長の召集により開き、部の運営執行に当たる。 



      

第７章 会 計 

  第１３条 本会の経費は、会費及び寄付金等をもってこれに充てる。 

  第１４条 会費は、正会員年額3,000円とし、４月と７月の前期、後期それぞれ1,500円     
       を納入する。（年度途中の入退会者は、個別に精算する。） 

  第１５条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

付 則 

  本会に顧問をおく。顧問は会長歴任者とする。 

  この会則は、昭和６１年５月１７日から施行する。 

  昭和６２年４月２５日 第８条（新９条）一部改正 

  平成 元年４月２２日 第８条（新９条）並びに付則一部改正 

  平成 ３年４月２７日 第８条（新９条）及び第１２条（新１３条）一部改正 

  平成 ４年４月１８日 第６条一部改正 

  平成 ５年５月 １日 第１４条（新１５条）一部改正 

  平成 ６年４月１６日 第１４条（新１５条）一部改正 

  平成 ７年５月 ６日 第１４条（新１５条）一部改正 

  平成１１年４月２３日 第８条（新９条）及び第１２条（新１３条）一部改正 

    平成１４年４月２０日 第６条及び第８条（新９条）一部改正 

    平成１５年４月１９日 第６条及び第８条一部改正、第７条以降の条項番号を変更 

    平成１６年４月１７日 第９条及び第１０条一部改正 

    平成１９年３月３１日 市町合併により、名称等変更。 

    平成２０年４月１９日  第７条一部改正 

    平成２１年４月１８日  第５条、第９条及び第１３条一部改正 

  平成２２年２月 ５日 第２条、第４条～第５条一部変更、第６条削除、第６条以降の条項番号
         を変更、以下の条項の一部変更（旧８条～旧１１条、旧第１３条～旧第１５条）
  平成２４年３月 ２日 第５条及び第７条一部改正 

  平成２５年４月１３日 第４条及び第６条一部改正 

  平成２８年４月１６日 第７条、第８条及び第１２条一部改正 

 

 

 


